
第１９号議案

令和５年度 中間市特別会計国民健康保険事業予算

令和５年度中間市の特別会計国民健康保険事業の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，８３２，８８３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用をするときとする。

令和５年２月２８日提出

中間市長 福田 浩
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1 736,726   701,523  35,203

2     550 550 0

3 1   1 0

4     3,574,584 3,557,031  17,553
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6 514,151   539,546 25,395

7 1   1 0

8   6,868     9,608 2,740
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1 110,566     122,494 11,928 7,459     350 102,757

2     3,542,231   3,526,699    15,532   3,508,832   2,763  30,636

3     1,130,180   1,111,985    18,195 35,429 397,024 697,727
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7 2     2   0 2

8   5,303 5,303   0   5,303

9 1     1   0 1

10   7,000 7,000   0   7,000

    4,832,883   4,808,262    24,621   3,574,583 400,138 858,162
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その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

１．特　　別　　職

（単位：千円）

区　　　　　分
職 員 数
（人）

給　　与　　費 共　　済　　費 合　　　　　計
報　　酬

本 年 度
16 269 269 0 269

計 16 269 269 0 269

前 年 度
16 269 269 0 269

計 16 269 269 0 269

比　　較
0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0



(7)
9

(8)
9

(△1)
0

　
指 定 勤 務 時間外勤務 休 日 勤 務 夜 間 勤 務 管理職員特
手 当 手 当 手 当 手 当 別勤務手当

本 年 度 1,176 589 32 347 894 1,276 6,486 9,569
前 年 度 816 589 32 537 894 1,253 6,021 9,906
比　　較 360 0 0 △ 190 0 23 465 △ 337 0 0 0 0

２．一　　般　　職

（１）総　　括
（単位：千円）

　（　　）は、短時間勤務職員の人数。
（単位：千円）

（２）給料及び職員手当の増減額の明細
（単位：千円）

区　　分
職 員 数
（人）

給　　与　　費 共　　済　　費 合　　　　　計
報　　酬 給　　料 職員手当

本 年 度 10,646 36,779 20,369 67,794 12,680 80,474

前 年 度 10,819 36,212 20,048 67,079 12,341 79,420

比　　較 △ 173 567 321 715 339 1,054

職員手当
の 内 訳

区　　分 扶 養 手 当 管理職手当 通 勤 手 当 住 居 手 当 勤勉手当 期末手当 宿日直手当

区　　分 増　　減　　額 増　　　減　　　事　　　由　　　別　　　内　　　訳 備　　　　　　　　　　考

給　　料 567 昇 給 に 伴 う 増 加 分 485 　平均定昇率　1.34％

そ の 他 の 増 減 分 82 　人事異動等に伴う増額

職員手当 321 そ の 他 の 増 減 分 321 　人事異動等に伴う増額



職員数 構成比

(1) (100.0) 

6 66.7 

2 22.2 

1 11.1 

(1) (100.0) 
9 100.0 

1 11.1 
(1) (100.0) 

4 44.5 

3 33.3 

1 11.1 

(1) (100.0) 
9 100.0 

　（　　）は、短時間勤務職員の人数、構成比。

【級別の基準となる職務】

課長補佐
参事補 主査
主査幹

（３）給料及び職員手当の状況

　ア．職員１人当たり給与 　ウ．級　別　職　員　数
（単位：人、％）
一 般 行 政 職

　イ．初　　任　　給
（単位：円）

区　　　　　　　　分 一般行政職 区　　　分 級

平均給料月額
（円）

299,180
１級

令和5年1月1日 ２級

平均給与月額
（円）

317,982
現　　　　 在 令和5年1月1日 ３級

平均年齢
（歳）

42.6
現　　　　 在 ４級

５級

平均給料月額
（円）

293,310
６級

令和4年1月1日

平均給与月額
（円）

312,772
７級

現　　　　 在
計

平均年齢
（歳）

42.1
１級

２級

令和4年1月1日 ３級

区　　　　　分 一般行政職 現　　　　 在 ４級

高　　校　　卒 158,900
５級

６級

大　　学　　卒 185,200
７級

計

区　　　分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２・１級

一 般 行 政 職
部長
参事

課長
主幹

係長
主査

左以外の職員



20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 最 高 限 度 その他の 退職時
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等 特別昇給

　エ．期末手当・勤勉手当
職制上の段階職務の

６月（月分） １２月（月分） 級等による加算措置
(1.150) (1.150) (2.300)
2.200 2.200 4.400 

(1.175) (1.175) (2.350)
2.225 2.225 4.450 

(1.150) (1.150) (2.300)
2.200 2.200 4.400 

　（　　）は再任用職員の月分

　オ．定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

国　の　制　度
（ 支 給 率 等 ）

　カ．指定勤務手当

支給対象職員の比率(%)
（令和5年1月1日現在）

　キ．その他の手当

区　　　　　分 支給率計（月分）

本　　年　　度 有

前　　年　　度 有

国　の　制　度 有

区　　　　　分

支　給　率　等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 制度なし 制度なし

24.586875 33.27075 47.709 47.709 制度なし 制度なし

区　　　　　分 全　　職　　種

給与総額に対する比率(%) 0.095

10.0 

代表的な指定勤務手当の名称 国民健康保険税徴収手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ

住　　居　　手　　当 異　　　な　　　る

通　　勤　　手　　当 同　　　　　　　じ



　

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

 市町村事務処理標準システム機器賃借料 自令和  4 年度 自令和 5 年度

　　　　　　　　　　　　（健康増進課） 至令和  4 年度 至令和 9 年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円　　

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源事 項 限 度 額
前 年 度 ま で の 支 出 見 込 額 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額

一 般 財 源

8,862 0 8,862 8,862 


